プレシス本厚木コンフォート管理組合　第９期第８回理事会議事録
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）
	日　　時
	２０２３年１月８日（ 日 ）午前１０時００分から午後１時２５分

	場　　所
	名　称：伏見管理サービス株式会社　第２事業所　会議室
所在地：神奈川県厚木市旭町五丁目４３番１６号



	役員
出欠
状況
	第９期役員総数８名中、６名の出席　　

	
	部屋番号
	組合員名
	役職
	備考
	出欠

	
	６０２
	亀　山　知　宏
	理事長
	会計・建物・設備担当兼務
	出席

	
	６０６
	中　村　健　志
	副理事長
	自治会・地域担当兼務
	出席

	
	５０３
	田　澤　　　裕
	理　事
	駐車場担当
	出席

	
	８０３
	大　友　 　隆
	理　事
	防犯・防災担当
	出席

	
	９０６
	平　出　祐　介
	理　事
	生活環境担当
	欠席

	
	３０６
	曽　根　満　生
	理　事
	
	欠席

	
	１２０６
	全　　　香　花
	理　事
	
	出席

	
	１１０３
	中　村　隆　行
	監　事
	
	出席



	他出席者
	伏見管理サービス㈱　石井
	以下「管理会社」という

	
	Ｔ.Ｄ.Ｓ　高山
	以下「ＴＤＳ」という



【議事内容】
	議題１．建物診断調査について

	第９期第１回臨時総会にて決議され、１２月２２日に実施された１０年目の建物診断調査の速報について、ＴＤＳから報告・説明があった。

	＜ＴＤＳからの説明＞
・屋上防水の仕様が不明であり、追加で過去の修繕履歴を見ないと提案が出来ない。
・外壁の塗装面に各所にひび割れが入っている。生コン打設時の最初のコールドジョイントが一体化されていなく、改修工事の際にモルタルを再成型が必要で実数精算時に費用が高額になる可能性が高い。
・タイル面の浮き、剥がれ有り。サッシュ回り、長尺シートが剥がれている。塩ビシートについて、東レ、サンゲツ製は１０年でボロボロになる。改修工事時には９９％タキロン製を採用しており、タキロンは２０年くらいもつ。
・側溝の破断について、ウレタン塗膜防水の部分について、業界用語で『花を咲く』現象が発生しており、新築時にちゃんと施工されていない。明白である。改修時にはプライマー、ウレタン、保護塗装の部分をきれいに剥がす必要がある。
・手すり壁のひび割れ。生コン打設時から後からモルタルで成型している部分が多い為、今後モルタル補修に費用が掛かる可能性が高い。
・今日の２０倍くらいの所見を出す。建物全体で調査報告書を出す。
＜質疑応答＞
・エレベーター上部の壁にクラックが入っている。（理事長）
→大規模修繕は塗装・防水を初めてしっかり厚くやる。新築時にはアクリル系の材料を吹き付けで極薄で対応するので劣化が早い。１０年でボロボロになる。今から大規模修繕を実施すれば、１５年から２０年くらい耐用年数があると考えている。（ＴＤＳ）
・バルコニーの防水層の剥がれについて、あまりに酷いのでペンキを塗った。（理事）
→新築時には化粧で色付けしているだけであり、大規模修繕ではしっかり対応して保証させている。（ＴＤＳ）
・７０２号室／８０２号室前について、冬場で廊下側に水溜りが発生している。（理事）
尚、詳細事項については、２月度理事会にて行う予定であることが併せて報告された。続けて、回収したアンケート結果（４７件／６９世帯、回答率：６８％）の説明がなされた。出席者から、晴天が続く気候でも共用廊下に水溜まりが確認できる事から、漏水等建物に被害がないか心配であるとの意見がなされた。発生現場を確認したＴＤＳより、居室ガラスサッシからの結露水であるとの報告があり、了承した。また、宅配ボックス付近床の点検口地下に一定の水が溜まっているとの意見について、ＴＤＳに調査を依頼する事とした。
ここでＴＤＳは退席した。

	見積り試算を依頼していた機械式駐車場上部スペースへの居室設置案について、ＴＤＳと剛力建設を含めて２社から参加断念の回答があったとの報告が理事長よりあり、了承し、本件は廃案とする事とした。


	議題２．管理委託費の変更について

	管理会社から、各種費用単価の見直しに伴い、管理委託費の改定を御願いしたいとの申し入れがあり、現行金額及び改定金額の提示・説明がなされた。具体的には、機械警備を管理委託から除外し、管理組合と警備会社（セコム）と直接契約への変更、管理員件日常清掃費及び雑排水管洗浄費単価の変更であった。
【現行】　　　　　　　　　　【改定】　　（月額・単位：円・税別）
・管理員兼日常清掃費：207,000円（＠1,604円）   　232,200円（＠1,800円）
・雑排水管清掃費　　： 11,600円　　　　　　　　　 13,000円
・機械警備費　　　　： 18,000円（委託契約包括）　 　　 0円（管理組合直接契約:17,000円）
〇合計月額　　　　　：483,800円　　　　　　　　　492,400円
協議の結果、各業務の組合主導での実施を含めて今後検討することとした。
管理員兼日常清掃費については、理事長の方で見積りした結果、社会保険料等の税金負担を含んで月給賃金(事業主総支払)：１６２，３２８円／月となっており、現状の管理委託費２０７，０００円の前提で、管理会社か人材派遣会社の利益が４４，６７２円／月と想定される資料が提示された。
管理人を管理組合が直接契約すれば費用は安くなり、管理人の給与を上げる事は出来るが、今の管理人がもし辞めた場合、代わりの方の手配を管理組合で対応する必要があり、継続性が無くなり手間が増える。（理事長）
目に見え難いが、管理員が有給休暇時に代わりの管理人を派遣する代行費用等が掛かっており、神奈川県の最低賃金：１，０７１円（時間額）に対して、時給単価が１，８００円となっている。（管理会社）


	議題３．役員協力金制度の再検討 アンケート結果について

	第９期第２回臨時総会で審議保留扱いとなっていた理事会役員辞退時の理由開示の適切な付帯条件のアンケート結果（４４件／６９世帯）、案①：議案書の書面で公開（２０件）・案②：総会にて口頭で公開（１５件）・代替案（７件）・未回答（２件）について内容詳細を確認した。協議の結果、当初の予定通り理事会役員協力金制度を議案として、今期定期総会に上程する事とした。尚、区分所有者の代理として占有者が出席可能な要件・ルールについて改めて確認する事とした。

	＜議論内容＞
・理事会協力金制度に対して、理事報酬制度、第三者管理方式にした場合のコスト比較資料の紹介があった。理事報酬制度で、理事長：１万円／月、副理事長：５千円／月、理事／監事：３千円／月の報酬とした場合は、管理費は５００円・戸／月程度は上がる見込み。第三者管理方式にした場合、例えば理事長を１人２０万円／月で委託した場合、管理費は３，０００円・戸／月程度は上がる見込み。（理事長）
・定期総会には仮名で理由だけ出す様な運用詳細をまとめたい。まだ今日時点で運用詳細の作成が終わっていない。（大友理事）
・個人情報保護法、基本的人権は、マンション管理組合に適した法律は見つからなかった。（大友理事）
・運用細則の部分については、『個人情報保護法に則る』を一言記載しておくしか、やり方は無いと考えている。まずは大まかな範囲でルールを決めておいて、詳細な部分は実際に運用していく中で追加していくやり方にしておいた方が良いと考えている。第９期理事会で、業者への総会・理事会議事録の情報提示について、黒塗りにせずに業者へ見せる判断としている。（理事長）
・運用詳細の仮版は１月９日（月）までに提出する。（大友理事）

・輪番制で回ってくる１０世帯に対して書面を出す。嫌な人の場合、補填で入るかもしれませんので、補填１人目、２人目、３人目にする事として、欠席する理事の分を繰り上げする事とした。（大友理事）
・監事を含めた理事の人数は偶数名が望ましい。理由としては理事会で理事が奇数名である事で決議を実施しやすいと考えている為である。（理事長）
・立候補者、推薦者の方を入れる分だけ、輪番制を遅らせる方向は良いが、理事が欠席する分を輪番制で前倒しして理事の方を補填する方法は、理事会・総会の回数・手間が増えるので、現実的では無いと想定されるので、従来の趣旨と少し違うが辞める事にした。（理事長）
・『案②：総会にて口頭で公開』について、総会の出席人数割合が多くて１／４程度しか参加されていない為、全員総会に参加する場合は案②でも良いと思うが、このマンションの特性上、『案①：議案書の書面で公開』にして、書面確認するしか無いと考える。（理事長）
・協力金の判断基準はどうするか？（大友理事）
・全額・半額の基準は、基本的に年齢の条件として、半額が後期高齢者（７５歳以上）のみとなる。（理事長）
・理事会への参加資格者は占有者となり、このマンションに居住する方を対象としている。管理規約第３５条２項による。（理事長）
・定期総会に向けた提案については、協力金の請求先は区分所有者となる。（理事長）
・区分所有者が管理規約第３６条の２により、意思疎通が出来ない状態であっても、管理規約第３５条第２項より、他の占有者がいる場合には理事会に参加する事となる。（理事長）
・第９期定期総会で協力金制度が決定すれば、第１０期の理事会から適用は可能である。（理事長）
・絶対に何がおかしい。普通は認定期間がある。（大友理事）
・事前に１年前から理事会のアンケート等で協議しているので、何もおかしくはない。（理事長）
・これから第１０期の理事をやる人には、そもそも理事を辞退する制度が無い。（理事長）
・今は理事が理事会を欠席して、メールしてもそのまま無視された状態となる。（理事長）
・第１０期の理事の場合は、理事会の出席率に応じて、協力金を確定する。（理事長）
・第９期第２回臨時総会で記載した役員辞退事項の決議は、管理規約第３６条第２項に基づき、ニュアンスが違う為、日本語を訂正する。理事会の認識としては、『これから第１０期の理事をやる人には、そもそも理事を辞退する制度が無い』とした為、次の第９期定期総会で訂正して決議する。


	議題４．生活総合サポートサービス アンケート結果について

	管理会社が提供する専有部内の生活総合サポートサービス継続利用のアンケート結果（４０件／６９世帯）：継続不要（２２件）・継続希望（１５件）・未回答（２件）について内容詳細を確認した。協議の結果、一定の継続希望者が居ることに鑑み、今期定期総会にて「同サービスの契約継続」の承認を諮ることとし、同素案の作成を管理会社に依頼した。
定期総会で議決権行使と総会出席者が半分以上の反対者がいる場合、サービス継続する事を辞める事とする。


	議題５．その他

	以下の内容について、協議をそれぞれ行った。意見・結果と併せて記載する。

	駐輪場使用細則及び使用細則の変更について
契約時に配付される駐輪ステッカーの貼付箇所を指定すること、棚卸調査時の駐輪カバー等の破損を免責事項とすることを謳う細則の改定案及び害虫（ゴキブリ）駆除剤に限り共用部への設置を容認する細則の改定案について、それぞれを議案とし、今期定期総会にて上程する事とした。
定期総会の議案書に自転車置場の課題について、第１０期以降の引継ぎ事項を記載する事とする。
・自転車理事が自転車棚卸確認する際は、１ヵ月の期間で掲示案内した上で実施する事。
・自転車へのステッカー貼り替え・配布のタイミングが未決である事。
・自転車置場で自転車が無い際の放置されている自転車（バイク含む）カバーの取り扱いについて、現状は自転車置場の使用細則第６条により禁止事項になっているが、どこまで現実に合わせて容認していくか？のルールの検討（第９期の理事は該当者がいない為、持ち越しとした。）

	②第９期通常総会の議案内容を確認し、次期役員への立候補及び推薦を募ることとし、同手配を管理会社に依頼した。その上で、役員輪番表からの選出を含めて、第１０期理事会役員候補として、次回理事会への招集を行う事とした。区分所有者では無い占有者は理事の対象となるが、理事長と監事の役職にはなれない。

	③虫が寄りにくい外壁色について、明るい色（白色・黄色等）の壁の場合は虫が寄り易い、暗い色（黒色・茶色等）の壁の場合は虫が寄ってこない色となり、虫避け対策となるとの報告が理事長からあった。

	④ＷＥＢ上での理事会開催の為、組合購入のＷｉ－Ｆｉルーターの通信機器を管理会社事務所に接続する件について、セキリティの問題から接続は難しいとの回答が管理会社からあり、代替案を今後検討する事とした。但し、管理会社所有の会社携帯でデザリングする事は可能である。プロジェクターとスピーカーフォンは次回理事会で第１０期の理事がいる状態で具体的に購入品を判断する。

	⑤前回の理事会で宿題となっていた周辺駐車場料金の相場について、理事長から報告があった。

	⑥自転車用空気入れの先端が無くなっていた為、自転車用空気入れ（ＰＷＴ 自転車 空気入れ ゲージ付きフロアポンプ 仏式/米式/英式対応 ブラック ＦＰ０１Ｅ）を、購入金額合計：１，９８０円（税込）＋送料全国一律５８０円＝２，５６０円で、新たに購入予定であるとの報告が理事長よりあり、ポンプへの組合名シールの貼付手配を管理会社に依頼した。

	⑦自治会担当役員が担う各種作業の内容及びスケジュールを纏めた資料の提示があり、今後に活用する事とした。

	⑧６０６号室ディスポーザー廃止工事について、次回理事会までに工事が完了しない場合は定期総会の議案として出す事にした。


	議題６．各種報告事項等

	以下の項目について報告があり、それぞれ協議を行った。結果と併せて記載する。
管理会社から、１１月度の会計収支及び業務報告があり、続けて点検結果での指摘項目の是正見積りの提示と説明があった。
・自動ドア設備：５２８，０００円（税込）・・・ＪＩＳ規格を除く
・機械式駐車装置：６０，５００円（税込）
協議の結果、機械式駐車装置工事は実施すること、自動ドア設備工事は見送ることをそれぞれ決定した。
自動ドアの開閉動作回数が約３５万回となっており、推奨交換時期は超えているが、今回は動作回数が少ないので、部品交換しない判断とした。通常は発注から納期まで４ヵ月程度のリードタイムとなる。保守点検は年３回となっている。
機械式駐車場について、リミットスイッチは４個のうち１個が壊れており代替品を付けている。中継基盤も代替品を付けている。（管理会社）
第１０期予算は一般会計で取り急ぎ支出するが、駐車場会計に変更した方が良いと考えている。（理事長）
最終的な支出確定時期次第だが、会計費目は変更可能である。（管理会社）

	総会決議事項であるゴミ庫内への防犯カメラ設置工事が１月９日（月）予定となる。（理事長）

	北側通用扉の改修工事は、１月中の完了を予定しているが、工事日程が未決の為、業者に工事日程を改めて確認する事とした。（理事長）

	④第９期第１回第２回臨時総会の管理規約・使用細則作成について、管理会社へ依頼しているが、前回理事会に引き続き未対応の為、資料作成が出来次第ｏｗｎＣｌｏｕｄへ格納する事とした。

	⑤消防査察及び消防設備点検結果（１１月時点）の指摘項目であった１３０５号室住戸内の火災感知器の取り外し（リフォーム工事期間だった為）について、是正確認を行うこととし、防災担当理事に手配を依頼した。もし不在の場合は管理会社へ手配を依頼する事とした。

	⑥消火器プレート交換工事が１２月２０日に完了したと管理会社から報告があった。

	⑦消防計画の進捗については、次回理事会までに防災対応理事の方で対応する事にした。

	⑧第９期通常総会の開催予定日は、３月２６日（日）として、会場（アミューあつぎ）の予約手配を管理会社に依頼した。尚、会場の部屋については６０２号室の１室で、午前９時～午後１時までとする事とした。

	⑨電気料金の支出が上がっているとの報告が管理会社からあった。理事長から第１１期の理事会にてエフビットから東京電力へ電力会社変更の検討可否を確認したいとの報告があった。

	⑩１２月末までを期限として、所有者による処分実施の申し出を依頼していた自転車置場３４番について、特段の申し出はなかったことから、組合負担での粗大ゴミとしての処分を実施する事とし、手配を管理会社に依頼した。

	⑪１１０６号室のメールボックスの破損については、理事長が見た限りは宅配物が溜まっている形跡は無く、破損状況が聞き取り出来ていなく内容不明の為、理事会で判断が出来ず。

	⑫７０１号室の方が新規で自転車置場を契約したが、購入した自転車タイルがラックに収まらず応急措置について、理事長に相談したいとあったが、自転車タイヤがラックにギリギリ入った。（自転車置場８７番）自転車担当理事（理事長）の方で自転車置き場の状況を確認する事とした。






以上、本議事録は２０２３年１月８日（日）に開催されたプレシス本厚木コンフォート管理組合第９期８回理事会の内容のとおりであることを認め、署名押印する。


名　称：プレシス本厚木コンフォート管理組合
所在地：神奈川県厚木市旭町五丁目４３番１１号

　　　　　年　　　月　　　日


　　　　　　　　議事録署名人　（議　　　長）　　　　　号室　　　　　　　　　　　　　　　　㊞


　　　　　　　　議事録署名人　（区分所有者）　　　　　号室　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
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